
公立大学法人高崎経済大学公益通報に関する規程 

 

令和４年度  

規程第４５号  

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」

という。）に基づき、公立大学法人高崎経済大学（以下「法人」という。）の職員

等による内部公益通報への適正な対応の仕組み等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）職員等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 法人に雇用される職員及び通報の日前１年以内に退職した者 

イ 法人の役員（理事長、教員でない理事及び経営審議会の委員をいう。以下

同じ。） 

（２）内部公益通報対象事実 法第２条第３項に掲げる事実（職員等が行った、又

は正に行おうとしているものに限る。）をいう。 

（３）内部公益通報 職員等が内部公益通報対象事実を第５条第１項に規定する

内部公益通報窓口、第１７条第１項に規定する通報取扱組織又は上司に通報

することをいう。ただし、虚偽の通報、他人をひぼう中傷する通報、他人の業

務を妨害する通報、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的の通

報その他不正の目的による通報を除く。 

（４）公益通報対応業務従事者 職員等のうち、内部公益通報に対応する業務を行

う者で、当該業務に関して内部公益通報を行った職員等（以下「通報者」とい

う。）を特定させる事項を伝達されるもの 

（内部公益通報処理委員会） 

第３条 内部公益通報に係る事案の処理を適正に行うため、公立大学法人高崎経

済大学内部公益通報処理委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）内部公益通報の受理に関すること。 

（２）内部公益通報に係る調査に関すること。 



（３）内部公益通報対象事実に係る是正措置及び再発防止措置（以下「是正措置等」

という。）に関すること。 

（４）内部公益通報に係る通報者の保護に関すること。 

（５）その他内部公益通報に関し必要な事項 

３ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１）副学長 

（２）事務局長 

（３）理事長の指名する教員 １人 

（４）理事長の指名する事務職員 １人 

４ 委員会に委員長を置く。 

５ 委員長は、教育担当副学長である委員をもって充てる。 

 （委員長等の職務等） 

第４条 委員長は、委員会を総括する。 

２ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代

理する。 

３ 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長と

なる。 

４ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

５ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決すると

ころによる。 

６ 委員長が必要と認めたときは、職員、学識経験者等を会議に出席させ、その説

明又は意見を聞くことができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議

に諮って定める。 

（内部公益通報窓口） 

第５条 内部公益通報の受付及び相談に関する窓口（以下「内部公益通報窓口」と

いう。）を総務グループ企画チームに設置する。 

２ 内部公益通報は、理事長が別に定める様式に必要事項を記入し、郵送、電子メ

ール又は持参により送達することにより行うものとする。ただし、職員以外の者

が通報する場合又は緊急を要する場合は、様式によらない書面、電子メール、面

談その他の方法により内部公益通報を行うことができる。 

３ 内部公益通報は、原則として実名によるものとする。 



（公益通報対応業務従事者の指定） 

第６条 理事長は、次に掲げる者を公益通報対応業務従事者に指定する。 

（１）内部公益通報窓口の事務に従事する職員 

（２）内部公益通報の調査に従事する職員で、通報者を特定させる事項を伝達され

る者 

（３）内部公益通報の調査に協力する職員等で、通報者を特定させる事項を伝達さ

れる者 

（４）委員長及び委員 

２ 前項の指定は、指定を受ける者が公益通報対応業務従事者の地位に就くこと

が明らかになる方法で行うものとする。 

（受理又は不受理の決定） 

第７条 第５条第２項の規定により内部公益通報窓口に通報があったときは、委

員会は、内部公益通報に該当するか審査し、受理又は不受理の決定を行うものと

する。 

２ 委員会は、内部公益通報を受理したときはその旨を、受理しないときはその旨

及びその理由を通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しな

いとき、又は実名によらず通報されたときは、この限りでない。 

（調査の実施） 

第８条 委員会は、内部公益通報を受理したときは、調査の要否を決定するものと

する。 

２ 前項の規定により調査の実施を決定したときは、その旨を通報者に通知する

ものとする。ただし、通報者が通知を希望しないとき、又は実名によらず通報さ

れたときは、この限りでない。 

３ 委員会は、十分な調査を行うために必要があると認めるときは、自ら調査を行

うほか、当該内部公益通報に関連する業務を行う職員等に調査を行わせること

ができる。 

４ 委員会は、必要と認めるときは、弁護士その他の専門的知見を有する者を調査

に参加させることができる。 

５ 職員等は、正当な理由がある場合を除き、内部公益通報に関する調査に誠実に

協力するものとする。この場合において、職員等は当該調査に協力したことを理

由として、不利益な取扱いを受けない。 

６ 委員会は、調査が終了したときは、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、



信用、名誉、プライバシー等を勘案し、支障があると認められる場合を除き、調

査結果を通報者に報告するものとする。ただし、通報者が通知を希望しないとき、

又は実名によらず通報されたときは、この限りでない。 

（是正措置等） 

第９条 委員会は、調査の結果、法令違反が明らかになったときは、速やかに理事

長に報告するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく是正措置等を講じ

るものとする。 

３ 前条第５項の規定は、前項の規定による是正措置等が講じられた場合につい

て準用する。 

 （情報の管理） 

第１０条 内部公益通報窓口の事務に従事する職員及び第８条第３項の規定より

内部公益通報に係る調査を行う職員等（次項において「調査担当者」という。）

は、通報者を特定させる情報を必要最小限の範囲で共有しなければならない。 

２ 内部公益通報に関する調査により得られた情報は、理事長その他の役員、内部

公益通報窓口の事務に従事する職員及び調査担当者並びに事案に応じて必要な

行政機関に限り共有するものとする。 

（通報者等の保護） 

第１１条 職員等は、通報者又は相談者（内部公益通報に関する相談をした職員等

をいう。以下同じ。）に対し、通報又は相談をしたことを理由として不利益な取

扱いをしてはならない。 

２ 職員等は、通報者又は相談者を特定しようとする行為をしてはならない。 

３ 通報又は相談をしたことにより不利益な取扱いを受けた通報者又は相談者及

び内部公益通報に関する調査に協力したことにより不利益な取扱いを受けた職

員等は、委員会にその旨を届け出ることができる。 

４ 前項の規定による届出があったときは、委員会は、理事長と協議の上、当該不

利益な取扱いにより生じた被害の回復、救済等のために必要な措置を講じるも

のとする。 

 （内部通報以外の公益通報に係る通報者の保護） 

第１２条 職員等は、法第３条第２号又は第３号に規定する要件を満たす公益通

報（以下この条において「外部通報」という。）を行った者に対して、当該通報

を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。 



２ 職員等は、外部通報を行った職員等を特定しようとしてはならなない。 

３ 外部通報を行った職員等を特定する情報は、事案に応じて理事長が適当であ

ると認めた範囲を超えて共有しないものとする。 

（理事長への報告） 

第１３条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長に報告するも

のとする。 

（１）通報者又は相談者に対して、内部公益通報又は相談をしたことを理由として

不利益な取扱い等が行われたとき。 

（２）職員等に対して、内部公益通報に関する調査に協力したことを理由として不

利益な取扱い等が行われたとき。 

（３）職員等が、正当な理由なく、調査に協力しなかったとき。 

（４）職員等が、正当な理由なく、内部公益通報又は相談に係る秘密を漏らしたと

き。 

（５）職員等が、通報者又は相談者を特定しようとする行為をしたとき。 

（６）その他報告する必要があると委員会が認めたとき。 

 （法令違反等に対する措置） 

第１４条 第９条第１項又は前項の規定による報告があったときは、理事長は、必

要に応じ、職員の処分を行う等、適切な措置を講ずるものとする。 

（守秘義務） 

第１５条 内部公益通報に対応する職員等は、通報者の秘密を保持するために必

要な対策を講じるものとする。 

２ 職員等は、内部公益通報の対応に関係して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（利益相反関係の排除） 

第１６条 公益通報対応業務従事者その他の内部公益通報に対応する職員等は、

自らが関係する通報事案の対応に関与してはならない。 

２ 委員長又は委員が通報対象事案に利益相反関係を有すると思料するときは、

委員長又は当該委員は当該案件に係る審査等に関与しないものとする。この場

合における委員会の組織等については、理事長が指示するところによる。 

 （他の組織との連携） 

第１７条 委員長は、受け付けた通報に係る内部通報事案が、本学の規程に基づき

法令等に違反する行為に関する通報に係る調査、審議等を行う組織の所管事項



に該当すると認めるときは、当該組織の代表者に当該事案について報告すると

ともに、当該組織と連携して、当該内部通報事実に対応することができる。 

２ 前項の場合において、委員長は、第８条第３項の規定により、当該事案の調査

を当該組織を構成する職員又は当該組織の事務に従事する職員に行わせること

ができるものとする。 

（不正の目的による通報又は相談の禁止等） 

第１８条 職員等は、虚偽の通報又は相談や、他人をひぼう中傷する目的の通報又

は相談その他の不正の目的の通報又は相談を行ってはならない。 

 （その他の事項） 

第１９条 この規程に定めるもののほか、内部公益通報の処理に関し必要な事項は、

理事長が別に定める。 

 （改廃） 

第２０条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。 

 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


